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各
家
庭
で
の

省
エ
ネ
の
推

進
や
バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト

に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
利
活
用
促
進
、
ご
み
の

減
量
化
・
再
資
源
化
、
役
場

と
し
て
節
電
や
公
用
自
転
車

の
配
置
、「
十
勝
一
斉
ノ
ー

カ
ー
デ
ー
」
で
の
徒
歩
や
自

転
車
で
の
通
勤
奨
励
な
ど
で

温
室
効
果
ガ
ス
の
抑
制
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

第５回定例会
町政を問う！ 一般質問

国
は
、
昨
年
10
月
に

「
２
０
５
０
年
ま
で

に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を

ゼ
ロ
に
す
る
、
２
０
５
０
年

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
、

脱
炭
素
社
会
の
実
現
を
目
指

す
」
と
宣
言
、
今
年
6
月
に

「
地
域
脱
炭
素
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」

を
決
定
し
、
２
０
２
５
年
ま

で
の
集
中
期
間
に
政
策
総
動

員
を
す
る
。

　

北
海
道
は
、
ゼ
ロ
カ
ー
ボ

ン
北
海
道
を
新
た
な
成
長
戦

略
の
一
つ
に
掲
げ
た
。
こ
の

動
き
を
受
け
、
本
町
で
今
年

度
脱
炭
素
を
検
討
し
た
事
業

は
あ
る
か
。

問

町
長

2050年までに脱炭素の町の
実現に向け取り組む

町長

脱炭素の町を目指す考えは
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昨
年
度
の
ア

ン
ケ
ー
ト
で

交
通
の
利
便
性
や
防
災
面
を

考
慮
し
た
意
見
が
多
く
、
周

辺
道
路
と
の
ア
ク
セ
ス
面
か

ら
ホ
ク
レ
ン
所
有
地
を
建
設

用
地
と
す
る
方
針
と
し
た
。

体
育
館
建
設
予
定
地

が
発
表
さ
れ
た
が
、

町
有
地
の
有
効
な
利
活
用
の

観
点
か
ら
検
討
し
た
の
か
。

問

交
通
の
利
便
性
や
防
災
面
の
立
地
を

考
慮
し
た

町
長

体育館建設予定地となっている
ホクレン所有地

第５回定例会
町政を問う！ 一般質問

空き地の雑草対策は
状況に応じ個別通知を行い、
環境の保持に努める

町長

町
内
の
あ
ち
こ
ち
に

空
き
地
が
見
ら
れ
、

き
ち
っ
と
管
理
さ
れ
て
い
る

箇
所
も
あ
る
が
、
雑
草
が
伸

び
放
題
の
箇
所
も
あ
り
景
観

を
損
ね
る
ば
か
り
で
な
く
、

夏
は
害
虫
、
春
や
秋
は
火
災

の
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
。

町
と
し
て
、
地
主
に
対
し
ど

の
よ
う
な
対
策
を
行
っ
て
い

る
の
か
伺
う
。

問

空
き
地
の
適

正
な
管
理
は
、

「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
」
に
お
い
て
、

不
法
投
棄
抑
止
の
た
め
の
清

潔
保
持
の
努
力
義
務
が
規
定

さ
れ
て
い
る
。
今
後
も
、
私

有
地
の
管
理
は
所
有
者
等
の

責
務
で
あ
る
こ
と
の
周
知
に

努
め
、
状
況
に
応
じ
て
個
別

の
通
知
を
行
い
、
町
民
の
適

正
な
生
活
環
境
の
保
持
に
努

め
る
。

町
長
は
、
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
で
釧
路
へ
出

張
し
た
と
書
き
込
ん
で
お
り
、

新
聞
で
は
Ｊ
Ｒ
北
海
道
釧
路

支
社
へ
の
特
急
列
車
の
十
勝

清
水
駅
停
車
の
要
請
と
あ
る

が
、
成
果
を
伺
う
。

問 Ｊ
Ｒ
北
海
道
釧
路
支
社
へ
の

特
急
列
車
停
車
の
要
請
の
成
果
は

今
後
も
粘
り
強
く
要
請
す
る

町
長

特
急
列
車
の

停
車
本
数
の

増
加
に
つ
い
て
芽
室
町
と
と

も
に
要
請
を
行
っ
た
。
十
勝

清
水
駅
に
お
け
る
特
急
列
車

の
停
車
本
数
の
増
加
は
、
駅

利
用
者
の
増
加
と
と
も
に
、

国
は
北
海
道
に
８
月

27
日
か
ら
９
月
12
日

ま
で
緊
急
事
態
宣
言
を
発
令

し
、
北
海
道
は
本
町
を
一
般

措
置
区
域
と
し
て
様
々
な
制

約
を
課
し
た
。
特
に
飲
食
店

へ
の
時
短
営
業
等
の
要
請
で
、

飲
食
店
や
酒
類
販
売
事
業
者
、

タ
ク
シ
ー
事
業
者
等
が
大
き

な
打
撃
を
受
け
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
者
に
対
し

町
独
自
で
支
援
金
を
交
付
し
、

問

要
請
等
に
応

じ
た
中
小
企

業
、
個
人
事
業
者
に
対
し
て

１
店
舗
ご
と
に
、
１
日
あ
た

り
の
売
上
高
が
８
万
３
３
３

３
円
以
下
の
場
合
は
、
最
大

87
万
５
千
円
、
25
万
を
超
え

る
場
合
は
最
大
２
６
２
万
５

千
円
等
が
支
給
さ
れ
る
。
本

要
請
の
対
象
外
の
事
業
者
に
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町
長

町
長

町
長

飲
食
業
等
に
対
し
支
援
金
で
救
済
す
る
考
え
は

国
や
道
の
支
援
制
度
が
創
設
さ
れ
た
た
め
、
町
独
自
で
実
施
は
し
て
い
な
い

町
長

救
済
す
る
考
え
は
な
い
か
。

札
幌
圏
を
往
復
す
る
町
民
の

利
便
性
向
上
と
ビ
ジ
ネ
ス
客

や
観
光
客
の
往
来
増
加
に
よ

っ
て
、
町
の
発
展
に
寄
与
す

る
と
考
え
て
い
る
。
今
後
も

粘
り
強
く
要
請
を
行
っ
て
い

き
た
い
。

感
染
力
の
強
い
デ

ル
タ
株
が
猛
威
を

ふ
る
っ
て
い
る
が
、
無
症
状

者
か
ら
の
感
染
拡
大
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
。

問 対
し
て
は
、
経
済
産
業
省
の

月
次
支
援
金
や
北
海
道
の
特

別
支
援
金
等
が
あ
る
。
現
在

は
国
や
道
の
支
援
制
度
が
創

設
さ
れ
た
た
め
、
町
独
自
の

直
接
給
付
は
実
施
し
て
い
な
い
。

空き地の管理は所有者の責務

検
査
を
実
施

し
て
も
そ
の

時
点
だ
け
の
結
果
で
あ
り
、

感
染
防
止
の
効
果
が
継
続
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
実
施
は

考
え
て
い
な
い
。

町
長

２
０
５
０
年
ま
で
に

脱
炭
素
の
町
の
実
現

を
目
指
す
考
え
は
。

問

町
民
や
事
業

所
等
と
連
携

し
、
２
０
５
０
年
に
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
を
実
質
ゼ
ロ

に
す
る
脱
炭
素
の
町
の
実
現

に
取
り
組
ん
で
い
く
。

町
長

建
設
予
定
地
の
選
定

に
つ
い
て
は
、
ま
ち

づ
く
り
基
本
条
例
に
基
づ
き

町
民
の
意
見
を
聞
く
必
要
が

あ
る
と
思
う
が
考
え
は
。

問

建
設
基
本
構

想
・
基
本
設

計
（
案
）
と
と
も
に
、
町
民

の
方
々
の
意
見
を
伺
っ
て
い
く
。

各
事
業
に
脱
炭
素
の

視
点
を
盛
り
込
む
考

え
は
あ
る
か
。

問

脱
炭
素
の
取

り
組
み
は
重

要
と
考
え
、
太
陽
光
や
バ
イ

オ
ガ
ス
な
ど
の
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
し
た
電
気

の
有
効
利
用
や
森
林
等
に
よ

る
二
酸
化
炭
素
吸
収
源
の
確

保
な
ど
の
視
点
を
取
り
入
れ
、

町
全
体
で
取
り
組
ん
で
い
く
。

町
長脱

炭
素
に
向
け
た
庁

内
検
討
会
議
が
必
要

と
思
う
が
設
置
の
考
え
は
。

問

経
済
や
農
業
、

建
設
、
施
設

管
理
な
ど
各
分
野
を
所
管
す

る
部
署
で
研
究
・
検
討
が
必

要
で
あ
る
。
横
断
的
な
取
り

組
み
が
必
要
な
課
題
が
あ
る

場
合
は
庁
内
検
討
会
議
の
設

置
を
検
討
す
る
。

町
長２

０
２
５
年
ま
で
の

集
中
期
間
の
政
策
総

動
員
へ
の
対
応
の
考
え
は
。

問

脱
炭
素
に
向

け
た
課
題
と

可
能
性
に
つ
い
て
調
査
・
検

討
す
る
。

町
長

町
民
検
討
会
議
の
意

見
の
咀そ
し
ゃ
く嚼

や
若
い
世

代
の
職
員
の
意
見
の
掌
握
を

ど
の
よ
う
に
行
っ
た
の
か
。

問

体
育
館
の
建
設

規
模
等
を
議
論

す
る
際
、
意
見
を
伺
い
た
い
。

庁
内
会
議
で
の
議
論

を
ど
の
よ
う
に
踏
ま

え
た
か
。

問

新
体
育
館
等

庁
内
検
討
会

議
に
お
い
て
、
浸
水
想
定
区

域
外
で
交
通
の
利
便
性
を
考

慮
し
市
街
地
が
望
ま
し
い
と

の
方
向
を
出
し
て
い
る
。

町
長

町
長

町
長

町
長

体
育
館
建
設
予
定
地
は

ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
検
討
し
た
の
か

　

無
症
状
者
か
ら
の
感
染
を

防
止
す
る
た
め
、
希
望
者
へ

公
費
で
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
実

施
し
て
は
ど
う
か
。


